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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第53期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第52期

会計期間

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
９月30日

売上高（千円） 2,729,989 14,995,286

経常利益（千円） 724,350 3,532,762

四半期（当期）純利益（千円） 445,241 2,214,312

純資産額（千円） 7,227,431 8,175,296

総資産額（千円） 9,700,844 11,290,622

１株当たり純資産額（円） 497.67 562.94

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
30.65 152.47

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ―

自己資本比率（％） 74.5 72.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
249,602 2,499,717

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△174,273 △1,128,721

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△992,606 △486,041

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
2,700,819 3,808,321

従業員数

（ほか、平均臨時雇用　　（人）

者数） 

430

(92)

429

(99)

　（注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

３　平成20年１月１日付で、普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。

４　従業員数は、嘱託・パート等の臨時従業員を除く就業人員であります。また、臨時雇用者数は、該当する会計期

間の平均人員を(　)外数で記載しております。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変

更はありません。

　事業の系統図は、次の通りであります。

　（注）１　連結子会社・SHOEI DISTRIBUTION GMBHはドイツ及び周辺諸国の代理店であります。

連結子会社・SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARLはフランス・ベネルクス及び周辺諸国の代理店であり

ます。

２　連結子会社・SHOEI（EUROPA）GMBHは欧州地域の代理店管理及びマーケティングを行っております。

連結子会社・SHOEI SAFETY HELMET CORPORATIONは北米地域の代理店管理及びマーケティングを行っ

ております。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 430 (92)

　（注）　従業員数は、嘱託・パート等の臨時従業員を除く就業人員であります。また、臨時雇用者数は、当第１四半期連結

会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 397 (89)

　（注）　従業員数は、嘱託・パート等の臨時従業員を除く就業人員であります。また、臨時雇用者数は、当第１四半期会計

期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を品目別に示すと、次の通りであります。

期別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

品目別 金額(千円) 前年同期比(％)

ヘルメット関連事業   

二輪乗車用ヘルメット 2,419,175 ―

官需用ヘルメット 3,213 ―

その他ヘルメット 546 ―

その他 122,479 ―

合計 2,545,415 ―

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を品目別に示すと、次の通りであります。

期別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

品目名
受注金額

(千円)
前年同期比

(％)
四半期末受注残高

(千円)
前年同期比

(％)

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット 3,359,921 ― 2,593,586 ―

官需用ヘルメット 28,370 ― 35,326 ―

その他ヘルメット 177 ― ― ―

その他 240,784 ― 73,702 ―

合計 3,629,253 ― 2,702,615 ―

　（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次の通りであります。

期別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

品目別 金額(千円) 前年同期比(％)

ヘルメット関連事業  　

二輪乗車用ヘルメット 2,524,323 ―

官需用ヘルメット 3,319 ―

その他ヘルメット 729 ―

その他 201,617 ―

合計 2,729,989 ―

　（注）１　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

三菱商事㈱ ― ― 905,462 33.2

HELMET HOUSE INC ― ― 726,194 26.6

（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに締結又は決定した経営上の重要な契約等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、北米向け販売が新製品販売効果により販売数量が増加

（前年同期比20.9％増）しましたが、大幅な為替円高の影響があり売上高は微増に留まりました。その反面、売上の過

半を占める欧州向け販売が、前年同期の好調さから一転、欧州経済後退の影響により大幅に減少したことに加え、急激

な円高に伴う円建代理店の仕入単価上昇が影響し、景気低迷の影響を受けた国内市場共々売上高が大幅に減少しまし

た。その結果、欧州子会社の連結換算レートの低下（ユーロ△14.24円）とも相俟って、連結売上高は2,729,989千円（前

年同期比24.1％減）となりました。

また、前期末から当期首にかけての為替予約が功を奏し、連結ベースで184,517千円の為替差益を計上したため当該

期における為替の実行レートは、USドル＝104.35円（同△8.93円）、ユーロ＝153.73円（同△7.75円）と若干の低下に

留まり、営業利益は505,822千円(同52.4％減)と半減しましたが、経常利益は724,350千円(同30.6％減)、第１四半期純利益

は445,241千円(同28.5％減)となりました。

　なお、前年同期比増減は、参考として記載しております。

　所在地別セグメントの業績は次の通りであります。

①　日本

日本におきましては、国内及び直販子会社以外の海外向けヘルメット販売が主な事業であり、売上高は

1,980,052千円、営業利益は332,621千円となりました。

②　欧州

欧州におきましては、直販子会社によるヘルメット販売が主な事業であり、売上高は686,105千円、営業利益は

123,138千円となりました。

③　北米

北米におきましては、シールド販売が主な事業であり、売上高は63,830千円、営業利益は13,307千円となりまし

た。

(2) キャッシュ・フローの状況

（当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フロー）

  当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」と表示します。）は、前期末比1,107,502

千円減少し、2,700,819千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は249,602千円となりました。

　主な要因は、税金等調整前四半期純利益による資金の増加724,426千円、減価償却費による資金の増加122,836千円、売

上債権の減少による資金の増加464,925千円などによる資金の増加のほか、仕入債務の減少による資金の減少91,365千

円、たな卸資産の増加による資金の減少273,903千円、法人税等の支払による資金の減少511,704千円などの資金減少に

よるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に結果使用した資金は174,273千円となりました。

  主な要因は、生産設備の維持・増強のための有形固定資産の取得167,683千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は992,606千円となりました。

　この要因は、配当金の支払により992,606千円減少したことによるものです。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題については重要な変更はありません。　

(4) 研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　

EDINET提出書類

株式会社ＳＨＯＥＩ(E02470)

四半期報告書

 6/21



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末における重要な設備の新設、除却等の計画について、重要

な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 56,000,000

計 56,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
 末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,522,400 14,522,400
東京証券取引所

（市場第二部）

完全議決権株式であり、権利内容

に何ら限定のない当社における

標準となる株式

単元株式数100株

計 14,522,400 14,522,400 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日　
― 14,522,400 　― 1,394,778 ―　 391,621

　

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、メイソン・ヒル・アドバイザーズ・エルエルシーから、平成20年11月５日付の大

量保有報告書の写しの送付があり、同日現在で以下の通り株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社

として第１四半期末時点における実質所有株式数の確認ができておりません。

  なお、大量保有報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）

株券等保有割合

（％）

メイソン・ヒル・アドバイ

ザーズ・エルエルシー

623 Fifth Avenue, 27th Floor,

New York, NY 10022
株式　　　　730 5.0
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の内容が確認できないため、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年９月30日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,519,600 145,196
「（１）株式の総数等②発行済

株式」の内容欄に記載の通り

単元未満株式 普通株式      2,800 ― 同上

発行済株式総数 14,522,400 ― ―

総株主の議決権 ― 145,196 ―

②【自己株式等】

　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計

(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

 ― ― ―　 ―　 ―　 ―　

計 ― ―　 ―　 ―　 ―　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年

10月 11月 12月

最高(円) 1,340 1,048 880

最低(円) 711 749 715

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものです。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号の

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けておりま

す。

　なお、当社の監査人は次の通り交代しております。

　　　　監査人の交代

　　　　　前連結会計年度　　　　　　　新日本有限責任監査法人

　　　　　当第１四半期連結会計期間　　監査法人トーマツ
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,200,819 3,808,321

売掛金 1,302,340 1,876,030

商品及び製品 1,201,195 1,122,828

仕掛品 199,384 230,807

原材料及び貯蔵品 482,340 348,677

繰延税金資産 109,921 266,379

その他 503,568 433,139

貸倒引当金 △21,420 △25,653

流動資産合計 6,978,149 8,060,531

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,566,583 2,571,100

減価償却累計額 △1,632,983 △1,613,407

建物及び構築物（純額） 933,600 957,692

機械装置及び運搬具 1,581,756 1,574,754

減価償却累計額 △1,102,223 △1,069,419

機械装置及び運搬具（純額） 479,532 505,334

工具、器具及び備品 2,932,112 2,836,135

減価償却累計額 △2,651,897 △2,612,476

工具、器具及び備品（純額） 280,214 223,658

土地 228,258 228,258

建設仮勘定 290,678 266,866

有形固定資産合計 2,212,285 2,181,811

無形固定資産

ソフトウエア 79,458 84,135

その他 3,025 3,025

無形固定資産合計 82,484 87,160

投資その他の資産

繰延税金資産 89,823 102,701

長期預金 300,000 800,000

その他 38,102 58,418

投資その他の資産合計 427,925 961,119

固定資産合計 2,722,695 3,230,091

資産合計 9,700,844 11,290,622
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,022,564 1,203,861

未払金 206,466 203,137

未払法人税等 436,995 901,243

賞与引当金 94,400 234,500

その他 492,828 314,934

流動負債合計 2,253,254 2,857,676

固定負債

役員退職慰労引当金 145,254 191,949

退職給付引当金 68,073 57,133

その他 6,830 8,565

固定負債合計 220,157 257,649

負債合計 2,473,412 3,115,326

純資産の部

株主資本

資本金 1,394,778 1,394,778

資本剰余金 391,621 391,621

利益剰余金 5,471,416 6,129,877

株主資本合計 7,257,816 7,916,277

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 28,003 41,314

為替換算調整勘定 △58,387 217,704

評価・換算差額等合計 △30,384 259,019

純資産合計 7,227,431 8,175,296

負債純資産合計 9,700,844 11,290,622
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 2,729,989

売上原価 1,604,822

売上総利益 1,125,166

販売費及び一般管理費 ※1
 619,343

営業利益 505,822

営業外収益

受取利息 7,876

為替差益 184,517

保険解約返戻金 28,157

その他 10,283

営業外収益合計 230,834

営業外費用

売上割引 7,373

債権売却損 4,594

その他 339

営業外費用合計 12,306

経常利益 724,350

特別利益

固定資産売却益 1,880

貸倒引当金戻入額 2,022

特別利益合計 3,903

特別損失

固定資産除却損 427

ゴルフ会員権評価損 3,400

特別損失合計 3,827

税金等調整前四半期純利益 724,426

法人税、住民税及び事業税 101,072

法人税等調整額 178,112

法人税等合計 279,185

四半期純利益 445,241
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 724,426

減価償却費 122,836

保険解約損益（△は益） △28,157

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,359

賞与引当金の増減額（△は減少） △140,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △46,695

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,939

受取利息及び受取配当金 △7,876

支払利息 198

為替差損益（△は益） △15,333

固定資産除却損 427

固定資産売却損益（△は益） △1,880

ゴルフ会員権評価損 3,400

売上債権の増減額（△は増加） 464,925

たな卸資産の増減額（△は増加） △273,903

仕入債務の増減額（△は減少） △91,365

その他の流動資産の増減額（△は増加） △59,078

その他の流動負債の増減額（△は減少） 102,270

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,735

その他 △7,206

小計 754,732

利息及び配当金の受取額 6,773

利息の支払額 △198

法人税等の支払額 △511,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 249,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △500,000

定期預金の払戻による収入 500,000

有形固定資産の取得による支出 △167,683

有形固定資産の売却による収入 1,881

無形固定資産の取得による支出 △3,060

その他 △5,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △174,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △992,606

財務活動によるキャッシュ・フロー △992,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 △190,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,107,502

現金及び現金同等物の期首残高 3,808,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,700,819
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)重要な資産の評価基準および評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で所有するたな卸資産については、従来、主とし

て総平均法による原価法によっていましたが、当第１四半期連結

会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主とし

て総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しています。この変

更による影響は軽微であります。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18

号平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。この変更による影響はありません。

(3)リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸

借取引にかかる方法に準じた会計処理によっていましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月

１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適

用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結

会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引にか

かる会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス

・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。この変更

による影響はありません。

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ＳＨＯＥＩ(E02470)

四半期報告書

15/21



【注記事項】

　　　（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

　　　額は次の通りであります。

  

　広告宣伝費 　94,725千円

　給料及び賞与 　132,439千円

　賞与引当金繰入額 　11,900千円

　役員退職慰労引当金繰入額 　5,261千円

　減価償却費 　16,726千円

　研究開発費 　30,475千円

　　　　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

　　　貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　 　　　　　　(平成20年12月31日現在)
  

　現金及び預金勘定　 　3,200,819千円

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金　 　△500,000千円

　現金及び現金同等物 　2,700,819千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　14,522,400株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　　　　―株

　

３．配当に関する事項

　配当金支払額

　(決議) 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

　平成20年12月22日

　　定時株主総会
普通株式 1,103,702 利益剰余金 76.0平成20年９月30日 平成20年12月24日

　

４．株主資本の金額の著しい変動

「３．配当に関する事項」をご参照下さい。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)において、当社グループは、

乗車用ヘルメットの製造販売を主たる事業とした「ヘルメット関連事業」を営んでおり、当該事業以外に

事業の種類がないため、該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　
日本

(千円)
欧州

(千円)
北米

(千円)
計

(千円)
消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 1,980,052 686,105 63,830 2,729,989 ― 2,729,989

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
568,535 55,081 37,028 660,645 (660,645) ―

計 2,548,587 741,187 100,859 3,390,634 (660,645) 2,729,989

営業利益 332,621 123,187 13,307 469,116 36,705 505,822

　（注) １　地域の区分は地理的接近度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州 …… ドイツ、フランス

(2) 北米 …… アメリカ

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,343,460 830,106 250,578 2,424,145

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 2,729,989

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
49.2 30.4 9.2 88.8

　（注) １　地域の区分は地理的接近度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州 ……………… ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン

(2) 北米 ……………… アメリカ、カナダ

(3) その他の地域 …… オ―ストラリア、中南米、アジア、ニュージーランド
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（有価証券関係）

　　該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　　為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いて

　おります。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 497.67円 １株当たり純資産額 562.94円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 30.65円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式がないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 445,241

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 445,241

期中平均株式数（千株） 14,522

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年10月1日　至　平成20年12月31日）　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております。　

また、リース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動は認められません。　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月４日

株式会社SHOEI

取締役会　御中

監査法人 トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 　小野　敏幸　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 　矢野　浩一　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社SHOEIの平

成20年10月１日から平成21年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成20年12

月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社SHOEI及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添

付する形で別途保管しております。
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